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①時間外労働の上限規制の創設

 【中小企業は２０２０年４月１日施行】

 ※新技術･商品の研究開発業務は適用除外
 ※建設業･自動車運転者･医師等について猶予期間を設けた上で規制

を適用。

②中小企業における月６０時間超の時間外労働の割増賃金率

（５０％）の適用 【２０２３年４月１日施行】

③年次有給休暇の年５日の取得義務付け

④労働時間の状況把握の実効性確保

（客観的把握方法を省令で規定）

⑤フレックスタイム制の精算期間の上限を３ヶ月に延長

⑥特定高度専門業務･成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）

の創設

①勤務間インターバル設定の努力義務

②企業単位での労働時間等設定改善委員会

①新技術･商品開発業務従事者、高度プロフェッショナル制度対象者

への面接指導等の実施

②産業医･産業保健機能の強化

③じん肺法の一部改正

 ①派遣労働者に係る同一労働･同一賃金の実現（不合理な待遇
の禁止等）

 「労働者派遣法の一部改正」

 ②短時間労働者及び有期雇用労働者に係る同一労働･同一賃金
の実現（不合理な待遇の禁止等）

「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用
管理の改善等に関する法律」

 【中小企業は２０２１年４月１日施行】

 ③有期契約労働者に係る不合理な労働条件の禁止に関する規
定の削除 「労働契約法の一部改正」

 【中小企業は２０２１年４月１日施行】

 短時間労働者･有期雇用労働者･派遣労働者について。正規雇用
労働者との待遇差のないよう･理由等に関する説明を義務化

 １の義務や２の説明義務について、行政による履行確保措置及び
行政ADRを整備

 働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は
改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」（閣議
決定）を定めることとする。 施行日：公布日

Ⅰ 働き方改革の総合的かつ継続的な推進

１ 労働時間に関する制度の見直し（労働基準法、労働安全衛生法）

２ 勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法)

３ 産業医･産業保健機能の強化（労働安全衛生法等）

Ⅱ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実
現等 施行日２０１９年４月１日

１ 不合理な待遇差を解消するための規定の整備

２ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

３ 行政による履行確保措置及び裁判外紛争可決手続の整備

Ⅲ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
施行日２０２０年４月１日



 ２０１７年
◦ ３月２８日

 働き方改革実現会議で「働き方改革実行計画」策定

◦ ９月１５日
 労働政策審議会で「働き方改革要綱」答申

 ２０１８年
◦ ４月６日

 「働き方改革法案」を閣議決定、国会へ提出

 【変更点】

 企画業務型裁量労働制の対象拡大を全面削除

 労働時間把握の実効性確保規定を追加

 上限規制と同一労働･同一賃金の施行日を延期

◦ ４月２７日
 衆議院本会議で趣旨説明、質疑【審議入り】

 厚生労働委員会での審議経過

 ５月２２日（参考人意見聴取）、５月３０日（決議後追加審議）

◦ ５月２５日
 衆議院厚生労働委員会で議決（賛成多数）

 【修正】

 高度プロフェッショナル制度の解除規定を追加

◦ ５月３１日
 衆議院本会議で可決（賛成多数）参議院へ送付

◦ ６月４日
 参議院本会議で趣旨説明、質疑

◦ ６月２８日
 参議院厚生労働委員会で議決（賛成多数）

◦ ６月２９日
 参議院本会議で可決（賛成多数）成立



１ 不合理な待遇差を解消するための規定の整備（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法）
短時間・有期雇用労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認
められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。併せて有期雇用労働者の均等待遇規定を整備。派遣労働者について、①派遣先の労働者との
均等・均衡待遇、②一定の要件※を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。また、これらの事項に関するガイドラインの根拠

規定を整備。 （※）同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等

２ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法）
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。

３ 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続（行政ADR）の整備
１の義務や２の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備。

施行期日 Ⅰ：公布日
Ⅱ：平成３１年４月１日（中小企業における時間外労働の上限規制に係る改正規定の適用は平成３２年４月１日、１の中小企業における割増賃金率の見直しは平成３５年４月１日）
Ⅲ：平成３２年４月１日（中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用は平成３３年４月１日）

※（衆議院において修正）改正後の各法の検討を行う際の観点として、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、労働者の職業生活の充実を図ることを明記。

働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」（閣議決定）を定めることとする。(雇用対策法)
※（衆議院において修正）中小企業の取組を推進するため、地方の関係者により構成される協議会の設置等の連携体制を整備する努力義務規定を創設。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の概要
労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、 多様で柔軟な
働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる。

Ⅰ 働き方改革の総合的かつ継続的な推進

１ 労働時間に関する制度の見直し（労働基準法、労働安全衛生法）
・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働
含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定。

（※）自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外あり。研究開発業務について、医師の面接指導を設けた上で、適用除外。

・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）について、中小企業への猶予措置を廃止する。また、使用者は、10日以上の年次有給
休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。
・高度プロフェッショナル制度の創設等を行う。（高度プロフェッショナル制度における健康確保措置を強化）
※（衆議院において修正）高度プロフェッショナル制度の適用に係る同意の撤回について規定を創設。

・労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないこととする。（労働安全衛生法）
２ 勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法）

・事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。
※（衆議院において修正）事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する努力義務規定を創設。

３ 産業医・産業保健機能の強化（労働安全衛生法等）

・事業者から、産業医に対しその業務を適切に行うために必要な情報を提供することとするなど、産業医・産業保健機能の強化を図る。

Ⅱ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
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Ⅰ 働き方改革の総合的かつ継続的な推進（雇用対策法の改正）

○ 労働施策を総合的に講ずることにより、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実、労働生産性の向上を促進して、労働者が
その能力を有効に発揮することができるようにし、その職業の安定等を図ることを法の目的として明記する。

○ 法律の題名を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」とする。

○ 労働者は、職務及び職務に必要な能力等の内容が明らかにされ、これらに即した公正な評価及び処遇その他の措置が効果的に実施されることによ
り、職業の安定が図られるように配慮されるものとすることを加える。

○ 労働者の多様な事情に応じた「職業生活の充実」に対応し、働き方改革を総合的に推進するために必要な施策として、現行の雇用関係の施策に加
え、次のような施策を新たに規定する。
▶ 労働時間の短縮その他の労働条件の改善 ▶ 雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保
▶ 多様な就業形態の普及 ▶ 仕事と生活（育児、介護、治療）の両立

○ 事業主の役割の重要性に鑑み、その責務に、「職業生活の充実」に対応したものを加える。

▶ 労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善など、労働者が生活との調和を保ちつつ意欲と能力に応じて就業できる環境の整備に努めな
ければならない。

○ 国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働施策の総合的な推進に関する基本方針（閣議決定）を
定める。

○ 基本方針に盛り込む他省庁と連携すべき取組について、厚生労働大臣から関係大臣等に必要な要請を行うことができる。

○ 厚生労働大臣は、基本方針の案を作成するに当たっては、あらかじめ、都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなけ
ればならない。

○ 国は、労働施策をめぐる経済社会情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、基本方針を変更しなければならない。

（衆議院において修正）

○ 国は、基本方針に定められた施策の実施について、中小企業における取組が円滑に進むよう、協議会の設置等の連携体制の整備に必要な施策を
講ずるように努めるものとする。

１ 題名と目的規定等の改正

２ 国の講ずべき施策

３ 事業主の責務

４ 基本方針の策定
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働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」（閣議
決定）を定めることとする。



① 時間外労働の上限規制の導入

・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満
（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定。

② 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し

・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）について、中小企業への猶予措置を廃止する。（平成３５年４月１日施行）

③ 一定日数の年次有給休暇の確実な取得

・使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする
（労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない）。

（１）長時間労働の是正

自動車運転の業務 改正法施行５年後に、時間外労働の上限規制を適用。上限時間は、年９６０時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。

建設事業
改正法施行５年後に、一般則を適用。（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、１か月１００時間未満・複数月平均８０時間以内の要件は適用しな
い。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。）。

医師
改正法施行５年後に、時間外労働の上限規制を適用。
具体的な上限時間等は省令で定めることとし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る。

鹿児島県及び沖縄県に
おける砂糖製造業

改正法施行５年間は、１か月１００時間未満・複数月８０時間以内の要件は適用しない。（改正法施行５年後に、一般則を適用）

新技術・新商品等の研
究開発業務

医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。
※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。（労働安全衛生法の改正）

限度時間
１か月４５時間
１年３６０時間など

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

特別条項
上限なし

年間６か月まで

１年間＝１２か月

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限
（原則）

１か月４５時間
１年３６０時間

法律による上限
（原則）

法律による上限（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間（休
日労働含む）
・月100時間未満（休日
労働含む）

１年間＝１２か月

年間６か月まで

Ⅱ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

１ 労働時間に関する制度の見直し（労働基準法、労働安全衛生法）
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平成27年法案と同内容

【適用猶予・除外の事業・業務】

※行政官庁は、当分の間、中小事業主に対し新労基法第36条第９項の助言及び指導を行うに当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引
の実態等を踏まえて行うよう配慮するものとする。（経過措置）

＜参照条文：改正後の労働基準法第36条＞

７ 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る
割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。
９ 行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

平成27年法案と同内容
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○ 勤務間インターバル制度の普及促進

事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。

○ 企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進
企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会
の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。

（衆議院において修正）
○ 事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮するよう努めるものとする。

④ 労働時間の状況の把握の実効性確保
・労働時間の状況を省令で定める方法（※）により把握しなければならないこととする。（労働安全衛生法の改正）
※省令で使用者の現認や客観的な方法による把握を原則とすることを定める

① フレックスタイム制の見直し
• フレックスタイム制の「清算期間」の上限を１か月から３か月に延長する。

② 特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）の創設
• 職務の範囲が明確で一定の年収（少なくとも1,000万円以上）を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事す

る場合に、年間１０４日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、
労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

• また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせ
なければならないこととする。（※労働安全衛生法の改正）

（衆議院において修正）
・ 対象労働者の同意の撤回に関する手続を労使委員会の決議事項とする。

・健康確保措置として、年間１０４日の休日確保措置を義務化。加えて、①インターバル措置、②１月又は３月の在社時間等の上限措置、
③２週間連続の休日確保措置、④臨時の健康診断のいずれかの措置の実施を義務化（選択的措置）。

○ 事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等を報告しなければならないこととする。

（産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場） 等

○ 事業者は、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供しなければならないこととする。（産業医の選任義務

のある労働者数50人以上の事業場） 等

２ 勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法）

３ 産業医・産業保健機能の強化（労働安全衛生法等）

平成27年法案
からの修正点

（２）多様で柔軟な働き方の実現

4

平成27年法案と同内容

平成27年法案と同内容

kawaharai
ハイライト表示

kawaharai
ハイライト表示

kawaharai
ハイライト表示

kawaharai
ハイライト表示

kawaharai
ハイライト表示

kawaharai
ハイライト表示

kawaharai
ハイライト表示



○ 短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、
当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。

（有期雇用労働者を法の対象に含めることに伴い、題名を改正（「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法
律」））

○ 有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の
確保を義務化。

○ 派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件（同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と
同等以上の賃金であること等）を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。

○ また、これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備。

「働き方改革実行計画」に基づき、以下に示す法改正を行うことにより、同一企業内における正規雇用労働者と
非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正を図る。

Ⅲ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正）

○短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。

○ １の義務や２の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ＡＤＲを整備。

１．不合理な待遇差を解消するための規定の整備

２．労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

３．行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備
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お問合せや

ご相談は

こちらまで

長崎県働き方改革推進支援センター

「働き方改革推進支援センター」って何？

電 話：０１２０－１６８－６１０（フリーダイヤル）
メール：nagasaki-hatarakikata＠lec-jp.com
住 所：⻑崎市五島町３－３プレジデント⻑崎2階
受付時間：９：００〜１７：００（土日祝日を除く）

『働き方改革』に取り組む
中小企業･小規模事業者の皆さまを支援します !!

「働き方改革推進支援センター」は、就業規則の作成⽅法、賃⾦規定の⾒
直し、労働関係助成⾦の活⽤など、『働き方改革』に関連する様々なご相
談に総合的に対応し、支援することを目的として、全国47都道府県に設置
されています。

商工会議所・商工会、中央会等で、
セミナーの開催や出張相談会を実施

▶ 電話・メール、来所による相談
（労働時間制度、賃金制度等に
関する一般的な相談）

▶ ご希望に応じて、労務管理・企業経
営等の専門家が企業への個別訪問
によりコンサルティングを実施
（就業規則や賃金制度等の見直し、
労働時間短縮、賃金引上げ など）

地域の商工会議所・商工会等

中小企業等

▶ 身近な場所での、セミナーや
出張相談会への参加

★ 以下の４つの取組をワンストップで支援します。
① ⻑時間労働の是正
② 同一労働同⼀賃⾦等非正規雇用労働者の処遇改善
③ 生産性向上による賃⾦引上げ
④ ⼈⼿不⾜の解消に向けた雇⽤管理改善

事業主の皆さまへ

例えば、以下のようなこと
を総合的に検討して支援！
・弾⼒的な労働時間制度
・業種に応じた業務プロ
セス等の⾒直し⽅法

・利⽤できる国の助成⾦

お問合せ、ご相談は、
電話・メール・来所等
のいずれでも可能です。

働き方改革推進支援センター
（47都道府県に設置）





平成30年度業務改善助成金のご案内 

『業務改善助成金』は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、 

「 事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）」の引上げを図るための制度です。 

◆ 過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。 

◆ 「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も設備投資などに含まれるため、助成対象となります。 

ご留意頂きたい事項 

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、 

設備投資（機械設備、POSシステム等の導入）などを行った場合に、 

その費用の一部を助成します。 ※「設備投資など」の具体例は裏面を参照してください。 

助成金の 
概要 

概 要 

事業場内最低賃金
の引上げ額 

助成率 引き上げる労働者数 助成の上限額 助成対象事業場 

 
３０ 円以上 

 

１～３人 ５０ 万円 

事業場内最低賃金
が1,000円未満の 

事業場 
４～６人 ７０ 万円 

７人以上 １００ 万円 

４０ 円以上 １人以上 ７０ 万円 
事業場内最低賃金が
800円以上1,000円

未満の事業場 

７／１０ 

常時使用する労働者数が企業全体

で30人以下の事業場は３／４ 

生産性要件を満たした場合 
には ３／４  

常時使用する労働者数が企業全体で30
人以下の事業場は４／５ 

（※）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近
の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支
給されます 

（※） 
 

◆ 業務改善助成金の申請・支給の窓口は、都道府県労働局です。  

    申請する事業場が所在する地域の労働局にお尋ねください。 【担当部署】各労働局雇用環境・均等部（室） 

申請先 

◆ 全国47都道府県に設置している「働き方改革推進支援センター」に、お気軽にお問い合わせください。 

◆ 「働き方改革推進支援センター」の所在地及び電話番号は、インターネットで ご確認ください。 

お問い合わせ先 



厚生労働省 

～・業務改善助成金の活用事例・～ 

具体的な設備投資などについてご参考にしてください 



「時間外労働等改善助成金｣のご案内
（テレワークコース）

➊ テレワークを新規で導入する中小企業事業主
※ 試行的に導入している事業主も対象です

中小企業事業主の皆さまへ

対象労働者一人当たりの支給額の上限が20万円に
変更になりました

社員の育児や介護と仕事の両立を支援したい

社員の通勤負担を軽減したい

ワーク・ライフ・バランスを推進して社員の

やる気をアップさせたい

優秀な人材を確保したい

対象事業主

※ 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇等に関する事項について労働者の生活と

健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応した、より良いものとしていくことをいいます。

テレワークの導入・実施に関して、以下の取組をいずれか１つ以上実施してください。

取組に要した費用を助成します（裏面の４．支給額を参照ください）。

中小企業事業主の範囲
ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります

業種
Ａ. 資本または

出資額
Ｂ. 常時使用する

労働者

小売業
(飲食店を含む) 

5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

その他の業種 ３億円以下 300人以下

助成内容

厚生労働省・都道府県労働局

労働時間等の設定の改善※及び仕事と生活の調和の推進のため、

在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む
中小企業事業主を支援します！

１

支給対象の取組

□ テレワーク用通信機器の導入・運用※

（例）ｗｅｂ会議用機器、
社内のパソコンを遠隔操作するための機器 など

※ パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません

□ 就業規則・労使協定等の作成・変更
（例）テレワーク勤務に関する規定の整備

□ 労務管理担当者や労働者に対する
研修、周知・啓発

□ 保守サポートの導入
□ 外部専門家（社会保険労務士など）

による導入のためのコンサルティング□ クラウドサービスの導入

➋ テレワークを継続して活用する中小企業事業主
※ 過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を２倍に

増加してテレワークに取り組む場合に、２回まで受給が可能です

または

平成
30年度

から

テレワーク＝

★ 平成29年度「15万円」→ 「20万円」に拡充！



テレワーク相談センター
※時間外労働等改善助成金テレワークコースに関する申請書やお問い合わせなどの受付は、厚生労働省委託事業

テレワーク相談センター事業の受託者である、一般社団法人 日本テレワーク協会により行われています。

所在地：東京都千代田区神田駿河台１‐８‐１１ 東京ＹＷＣＡ会館３階
電 話：０１２０－９１－６４７９ ＵＲＬ：http://www.tw-sodan.jp/

「時間外労働等改善助成金交付申請書」を事業実施計画書などの
必要書類とともに、テレワーク相談センターに提出（締切は12月３日（月））
※ 後日、厚生労働省から交付決定通知書が送付されます

1

事業実施期間終了後、テレワーク相談センターに支給申請（締切は２月末日）
※ 厚生労働省から支給されます

3

(H30.4)

「２．成果目標」の達成の有無は、事業実施期間（交付決定の日から平成31年２月15日

まで）の中で、１か月から６か月の期間で設定する「評価期間※」 で判断します。
※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します

成果目標の
達成状況

達成 未達成

補助率 ３／４ １／２

1人当たり
の上限額

２０万円 １０万円

１企業当たり
の上限額

１５０万円 １００万円

対象経費 助成額

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、
備品費、機械装置等購入費、委託費

（注） 契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約などで
「３.評価期間」を超える契約の場合は、「３.評価期間」の間の経費のみが対象

対象経費の合計額 × 補助率

（上限額を超える場合は上限額※）
※「１人当たりの上限額」×対象労働者数 又は

「１企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額

「１．支給対象の取組」を実施する際は、以下の「成果目標」をすべて達成することを目指

して実施してください（達成状況に応じて支給額が変わります）。

＜支給例＞
労働者１００人の企業で、
総務、経理部門５人に１人当たり３０万円の機器を導入する場合

所要額 ３０万円×５人 ＝１５０万円

○成果目標達成の場合 → ２０万円×５人 ＝１００万円を助成

●成果目標未達成の場合 → １０万円×５人 ＝５０万円を助成

「１．支給対象となる取組」の実施に要した経費の一部※を、「２．成果目標」の達成状況

に応じて支給します。
※以下の「対象経費」に該当する費用が対象です

交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施2

利用の流れ

２

成果目標

① 評価期間に１回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる

② 評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、
１日以上とする

③ 年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して４日以上増加

させる

又は

所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して５時間以上削減させる

３

評価期間

４

支給額

お問い合わせ先

テレワーク 相談 検 索



生産性の向上などを図ることにより、勤務間インターバルを導入 !!

助成金
による
取組

企業の
課題

課題別にみる助成金の活用事例

専門家のアドバイスで
業務内容を抜本的に見
直すことができ、休息
時間を確保できる体制
が整備できた

記録方法を台帳からIC
カードに切り替えたこ
とで、始業・終業時刻
を正確に管理できるよ
うになり、休息時間の
管理も可能になった

新たな機器・設備を導
入して使用したところ、
実際に時間当たりの生
産性が向上し、休息時
間を確保できる環境が
整備できた

「時間外労働等改善助成金｣
（勤務間インターバル導入コース）のご案内

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時
間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防
止を図るものです。

このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支
援します。是非ご活用ください。

改善の
結果

インターバル制度を
導入するために、業
務上の無駄な作業を
見直したい！

始業・終業時刻を手
書きで記録している
が、管理上のミスが
多い！

インターバル制度を
導入するために、新
たに機械・設備を導
入して、生産性を向
上させたい！

労務管理用機器や、
ソフトウェアを導入

外部の専門家による
コンサルティングを
実施

労働能率を増進する
ために設備・機器等
を導入

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

時間外労働等改善助成金 検 索

また、ご不明な点やご質問がございましたら、事業場の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室 におたずねください。

労働局の所在地一覧は、厚生労働省ＨＰに掲載しています。
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

▶ 平成30年度から、以下のとおり助成内容を拡充しました

○ 一定の要件を満たした場合に、助成率を 3/4 から 4/5に上乗せして支給

○ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入、業務研修、人材確保等のため
の費用等、助成対象となる取組を追加



労働局に支給申請
（締切は２月15日(金)）

交付決定後、提出し
た計画に沿って取組
を実施

「交付申請書」を事業実施計画書などの必要
書類とともに、最寄りの労働局雇用環境・均
等部（室）に提出（締切は12月３日（月））

【表1】新規導入に該当するものがある場合

労働者災害補償保険の適用事業主であり、
次の①から③のいずれかに該当する事業場を
有する中小企業事業主(※1)であること

① 勤務間インターバルを導入していない事業場

② 既に休息時間数が９時間以上の勤務間インタ
ーバルを導入している事業場であって、対象と
なる労働者が当該事業場に所属する労働者の半
数以下である事業場

③ 既に休息時間数が９時間未満の勤務間インタ
ーバルを導入している事業場

ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります。

上記「成果目標」を達成した場合に､支給
対象となる取組の実施に要した経費の一部を
支給します。補助率と上限額については、
「新規導入」に該当するものがある場合は表
１により、「適用範囲の拡大」又は「時間延
長」のみの場合は表２により、最も短い休息
時間数に応じたものになります。

(※1) 中小企業事業主の範囲

① 労務管理担当者に対する研修(※2)

② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用
機器、デジタル式運行記録計の導入・
更新(※3)

⑦ テレワーク用通信機器の導入・更新
(※3)

⑧ 労働能率の増進に資する設備・機器等
の導入・更新(※3)

(※2)   研修には、業務研修も含みます。
(※3） 原則として、パソコン、タブレット、スマー

トフォンは対象となりません。

休息時間数
(※4)

補助率
(※5)

１企業当たりの上限額

９時間以上
11時間未満

３／４ 40万円

11時間以上 ３／４ 50万円

(H30.4)

【表2】適用範囲の拡大・時間延長のみの場合

休息時間数
(※4)

補助率
(※5)

１企業当たりの上限額

９時間以上
11時間未満

３／４ 20万円

11時間以上 ３／４ 25万円

(※4） 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間イ
ンターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。

(※5) 常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の
取組で⑥から⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を
超える場合の補助率は４／５となります。

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」
の達成を目指して実施してください。

勤務間インターバル導入コースの助成内容

対象事業主 成果目標

支給額

支給対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施すること～

業種
Ａ

資本または出資額
Ｂ

常時使用する労働者

小売業
(飲食店を含む) 

5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 1 億円以下 100人以下

その他の業種 3 億円以下 300人以下

●新規導入【対象事業主が①に該当する場合】

新規に所属労働者の半数を超える労働者を対
象とする勤務間インターバルを導入すること。

●適用範囲の拡大【対象事業主が②に該当する場合】

対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半
数を超える労働者を対象とすること

●時間延長【対象事業主が③に該当する場合】
所属労働者の半数を超える労働者を対象とし

て、休息時間数を２時間以上延長して、９時間
以上とすること。

申請書の記載方法については、申請マニュアルをご活用ください。

利用の流れ



「時間外労働等改善助成金｣
（時間外労働上限設定コース）のご案内

時間外労働の上限時間を適切に設定し長時間労働を見直すことで、働く方の健康や、
ワーク･ライフ･バランスを確保しながら、生産性を向上させることが可能となります。

このコースは、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業事業主
の皆さまを支援します。是非ご活用ください。

生産性の向上を図ることにより、時間外労働の縮減が可能に!!

助成金
による
取組

企業の
課題

課題別にみる助成金の活用事例

専門家のアドバイスで
業務内容を抜本的に見
直すことができ、効率
的な業務体制等の構築
につながった。それに
より、時間外労働の縮
減ができた

改善の
結果

業務上の無駄な作業
を見直したい！

始業・終業時刻を手
書きで記録している
が、管理上のミスが
多い！

新たに機械・設備を
導入して、生産性を
向上させたい！

労務管理用機器や、
ソフトウェアを導入

外部の専門家による
コンサルティングを
実施

労働能率を増進する
ために設備・機器等
を導入

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

時間外労働等改善助成金 検 索

また、ご不明な点やご質問がございましたら、事業場の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室 におたずねください。

労働局の所在地一覧は、厚生労働省ＨＰに掲載しています。
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

記録方法を台帳からIC
カードに切り替えたこ
とで、始業・終業時刻
を正確に管理できるよ
うになり、業務量の平
準化につながった。そ
の結果、時間外労働の
縮減もできた

新たな機器・設備を導
入して使用するように
なったところ、実際に
労働能率が増進し、時
間当たりの生産性が向
上した。それに伴い、
時間外労働も減らすこ
とができた

▶ 平成30年度から、以下のとおり助成内容を拡充しました
○ 上限額を最大150万円までに引上げ
○ 更に、週休２日制とした場合に上限額を加算（助成金の合計は200万円まで）
○ 一定の要件を満たした場合に、助成率を 3/4 から 4/5に上乗せ
○ 建設の事業、自動車運転業務に係る事業等、限度基準告示の適用除外業種も申請対象に追加
○ 業務研修、人材確保等のための費用等、助成対象となる取組を追加



労働局に支給申請（締切は２月15日(金)）

交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施

「交付申請書」を事業実施計画書などの必要書
類とともに、最寄りの労働局雇用環境・均等部
（室）に提出（締切は12月３日（月））

【Ⅱの上限額】
●上限設定の上限額

平成28年度又は平成29年度において「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間
の延長の限度等に関する基準」に規定する限
度時間を超える内容の時間外・休日労働に関
する協定を締結している事業場を有する中小
企業事業主（※1）で、当該時間外労働及び
休日労働を複数月行った労働者（単月に複数
名行った場合も可）がいること。

ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります。

助
成
額

以下のいずれか低い額
Ⅰ １企業当たりの上限200万円
Ⅱ 上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
Ⅲ 対象経費の合計額×補助率３／４(※4)
(※4) 常時使用する労働者数が30名以下かつ、支
給対象の取組で⑥から⑧を実施する場合で、その 所
要額が30万円を超える場合の補助率は４／５

上記「成果目標」の達成状況に応じて、支
給対象となる取組の実施に要した経費の一部
を支給します。

(※1)中小企業事業主の範囲

① 労務管理担当者に対する研修(※2)

② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用
機器、デジタル式運行記録計の導入・
更新(※3)

⑦ テレワーク用通信機器の導入・更新(※3)

⑧ 労働能率の増進に資する設備・機器等の
導入・更新(※3)

(※2) 研修には、業務研修も含みます。
(※3）原則として、パソコン、タブレット、スマート

フォンは対象となりません。

● 上記の成果目標に加えて、週休２日制の導入に向け
て、４週当たり５日から８日以上の範囲内で休日を増
加させることを成果目標に加えることができます。

●休日加算額

(H30.4)

事業実施後

事業実施前

４週当たり
４日

４週当たり
５日

４週当たり
６日

４週当たり
７日

4週当たり8日 100万円 75万円 50万円 25万円

4週当たり7日 75万円 50万円 25万円 ―

4週当たり6日 50万円 25万円 ― ―

4週当たり5日 25万円 ― ― ―

事業実施後
に設定する
時間外労働
時間数等

事業実施前の設定時間数

ア 時間外労働
時間数等が月80
時間を超えるな
どの時間外労働
時間数を設定し、
その実績を有す
る事業場

イ 時間外労働
時間数で月60時
間を超えるなど
の時間外労働時
間数を設定し、
その実績を有す
る事業場（アに
該当する場合を
除く）

ウ 時間外労働
時間数で月45時
間を超えるなど
の時間外労働時
間数を設定し、
その実績を有す
る事業場（ア、
イに該当する場
合を除く）

成果目標① 150万円 100万円 50万円

成果目標② 100万円 50万円 ―

成果目標③ 50万円 ― ―

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」
の達成を目指して実施してください。

時間外労働上限設定コースの助成内容

対象事業主 成果目標

支給額

事業主が事業実施計画において指定した全ての
事業場において、平成30年度又は平成31年度に
有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、
以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督
署へ届出を行うこと。
① 時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間

360時間以下に設定
② 時間外労働時間数で月45時間を超え月60時
間以下かつ、年間720時間以下に設定

③ 時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外
労働時間数及び法定休日における労働時間数
の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間
数で年間720時間以下に設定

申請書の記載方法については、申請マニュ
アルをご活用ください。

利用の流れ

支給対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施すること～

業種
Ａ

資本または出資額
Ｂ

常時使用する労働者

小売業
(飲食店を含む) 

5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 1 億円以下 100人以下

その他の業種 3 億円以下 300人以下



｢ワーク･ライフ･バランス｣実現のため、週労働時間60時間以上の雇用者の割合５％、
年次有給休暇取得率70％の達成（平成32年目標）を目指しています。

このコースでは、生産性の向上などを図ることにより、所定外労働の削減や年次有給
休暇の取得促進に取組む中小企業事業主の皆さまを支援します。是非ご活用ください。

▶ 平成30年度から、以下のとおり助成内容を拡充しました

○ 年次有給休暇を取得促進した場合、上限額を最大150万円までに引上げ

○ 一定の要件の元で、助成率を 3/4 から 4/5に上乗せ

○ 業務研修、人材確保等のための費用等、助成対象となる取組を追加

「時間外労働等改善助成金｣
（職場意識改善コース）のご案内

生産性の向上を図ることにより、ワーク・ライフ・バランスを推進!!

助成金
による
取組

企業の
課題

課題別にみる助成金の活用事例

専門家のアドバイスで
業務内容を抜本的に見
直すことができ、効率
的な業務体制等の構築
につながった。それに
より、計画的な年次有
給休暇の取得が可能と
なった

記録方法を台帳からIC
カードに切り替えたこ
とで、始業・終業時刻
を正確に管理できるよ
うになり、業務量の平
準化につながった。そ
の結果、所定外労働の
縮減もできた

新たな機器・設備を導
入して使用するように
なったところ、実際に
労働能率が増進し、時
間当たりの生産性が向
上した。それに伴い、
時間外労働も減らすこ
とができた

改善の
結果

労働時間を削減する
ために、業務上の無
駄な作業を見直した
い！

始業・終業時刻を手
書きで記録している
が、管理上のミスが
多い！

新たに機械・設備を
導入して、生産性を
向上させたい！

労務管理用機器や、
ソフトウェアを導入

外部の専門家による
コンサルティングを
実施

労働能率を増進する
ために設備・機器等
を導入

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

時間外労働等改善助成金 検 索

また、ご不明な点やご質問がございましたら、事業場の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室 におたずねください。

労働局の所在地一覧は、厚生労働省ＨＰに掲載しています。
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/



●対象事業主が①の場合

労働者災害補償保険の適用事業主であり、
次のいずれかに該当する事業主であること

① 雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得
日数が13日以下であり、かつ月間平均所定外労働
時間が10時間以上であり、労働時間等の設定の
改善に積極的に取組む意欲がある中小企業事業主
(※1)

② 労働基準法の特例として法定労働時間が週44
時間とされており（特例措置対象事業場(※2)）、
かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間
以下の事業場を有する中小企業事業主(※1)

ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります。

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」
の達成を目指して実施してください。
● 対象事業主が①に該当する場合(※5)

ア 年次有給休暇の取得促進
労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数
（年休取得日数）を４日以上増加させる

イ 所定外労働の削減
労働者の月間平均所定外労働時間数を５時
間以上削減させる

● 対象事業主が②に該当する場合

事業主が事業実施計画において指定した全ての
事業場において、週所定労働時間を２時間以上
短縮して、40時間以下とする

助
成
額

対象経費の合計額×補助率(※6)

※6 常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対
象の取組で⑥から⑧を実施する場合で、その所
要額が30万円を超える場合の補助率は４／５

※7  上限額を超える場合は上限額

(※1) 中小企業事業主の範囲

●対象事業主が②の場合

(※5）事業主が事業実施計画で指定した３か月間に
ついて成果目標の達成状況を評価します

成果目標の達成状況 補助率
１企業当た
りの上限額

両方とも達成し、かつ年次有給休暇の年間
平均取得日数を12日以上増加させた場合

３／４ 150万円

両方とも達成 ３／４ 100万円

いずれか一方を達成し、かつ年次有給休暇
の年間平均取得日数を12日以上増加させた
場合

５／８ 133万円

いずれか一方を達成 ５／８ 83万円

いずれも未達成 １／２ 67万円

(H30.4)

成果目標の達成状況 補助率 １企業当たりの上限額

達成 ３／４ 50万円

(※2) 特例措置対象事業場とは、常時10人未満の労
働者を使用する以下の業種の事業場が対象です。

職場意識改善コースの助成内容

対象事業主 成果目標

支給額

支給対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施すること～

利用の流れ

業種
Ａ

資本または出資額
Ｂ

常時使用する労働者

小売業
(飲食店を含む) 

5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 1 億円以下 100人以下

その他の業種 3 億円以下 300人以下

① 商業
物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は
理容の事業

② 映画・演劇業
映写、演劇その他興行の事業。映画の製作
の事業を除く。

③ 保健衛生業
病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛
生の事業

④ 接客娯楽業
旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場
の事業

① 労務管理担当者に対する研修(※3)

② 労働者に対する研修(※3)、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機
器、デジタル式運行記録計の導入・更新

⑦ テレワーク用通信機器の導入・更新(※4)

⑧ 労働能率の増進に資する設備・機器等の
導入・更新(※4)

(※3) 研修には、業務研修も含みます。
(※4）原則として、パソコン、タブレット、スマー

トフォンは対象となりません。

(※4)

上記「成果目標」の達成状況に応じて､支給
対象となる取組の実施に要した経費の一部を
支給します。

申請書の記載方法については、申請マニュ
アルをご活用ください。

労働局に支給申請（締切は２月15日(金)）

「交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類
とともに、最寄りの労働局雇用環境・均等部
（室）に提出（締切は10月1日（月））

交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施



「時間外労働等改善助成金｣
団体推進コース（新設）のご案内

中小企業事業主の団体や、その連合団体（以下「事業主団体等」といいます）が、
その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主（以下「構成事業主」といいます）
の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実
施した場合に、その事業主団体等に対して重点的に助成金を支給します。

このコースでは、事業主団体等の皆さまを支援するとともに、構成事業主の皆さまを
応援することを目指しています。業界の活性化のためにも、是非ご活用ください。

構成事業主による労働時間設定等の改善推進に向け、環境を整備！

助成金
の活用

事業主
団体等の

課題

課題別にみる助成金の活用事例

取組の
結果

構成事業主へ「働き
方改革」の取組につ
いて周知したい！

構成事業主の職場で
の、業務の効率化を
推進したい！

構成事業主も悩んで
いる人手不足を解消
したい！

外部専門家による巡
回指導や、好事例の
収集・紹介を実施

労務管理などに関す
るセミナーを開催

人材確保に向けた取
組、外部専門家によ
る巡回指導を実施

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

時間外労働等改善助成金 検 索

また、ご不明な点やご質問がございましたら、事業主団体等の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室 におたずねください。

労働局の所在地一覧は、厚生労働省ＨＰに掲載しています。
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

・36協定の作成の手
順や、労働時間管理
の方法などを教示

・セミナー後にも相談
窓口を設置し、構成
事業主の取組を支援

・セミナー資料を会報
誌に掲載して、全て
の構成事業主に周知

・外部専門家
による巡回指
導によって、
個々の企業の
業務の見直し
が図られた。

・構成事業主の求人募
集を事業主団体等が
とりまとめて募集

・併せて外部専門家に
よる巡回指導を行っ
て、募集企業の職場
環境を改善

・複数の構成事業主で
新たな労働者を確保

この「団体推進コース」は、今年度から新設された助成金コースです!!

・上記で得られた改善
結果や好事例をとり
まとめ、その内容を
他の構成事業主に周
知したことにより、
同様の例を横展開



(※2) 支給対象の取組ごとに上限額を定めています。
(※3) 例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発

生する場合などが該当します。
(※4) 上限額は以下のとおりです。

① 原則、上限額は500万円
② 都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成
する事業主団体等（傘下企業が10者以上）に該
当する場合は、上限額は1,000万円

３事業主以上で構成する、次のいずれかに
該当する事業主団体等(※１)であること

① 事業主団体
ア 法律で規定する団体（事業協同組合、事

業協同小組合、信用協同組合、協同組合連
合会、企業組合、協業組合、商工組合、商
工組合連合会、都道府県中小企業団体中央
会、全国中小企業団体中央会、商店街振興
組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、
商工会、一般社団法人及び一般財団法人）

イ 上記以外の事業主団体（一定の要件有）

② 共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定

書を作成していることの要件を満たすこと。

対象事業主 成果目標

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」
の達成を目指して実施してください。

【成果目標】 支給対象となる取組内容に
ついて、事業主団体等が事業実施計画で定
める時間外労働の削減又は賃金引上げに向
けた改善事業の取組を行い、構成事業主の
２分の１以上に対してその取組又は取組結
果を活用すること。

支給額

上記「成果目標」の達成に向けて取り組ん
だ場合に､支給対象となる取組の実施に要した
経費を支給します。

業種
Ａ

資本または出資額
Ｂ

常時使用する労働者

小売業
(飲食店を含む) 

5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 1 億円以下 100人以下

その他の業種 3 億円以下 300人以下

利用の流れ

(※1)  事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業
主であり、中小企業事業主の占める割合が、構
成事業主全体の２分の１以上である必要があり
ます。
中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件

を満たす中小企業になります。

団体推進コースの助成内容

① 市場調査の事業

② 新ビジネスモデルの開発、実験の事業

③ 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実
験（労働費用を除く）の事業

④ 下請取引適正化への理解促進等、労働時間
等の設定の改善に向けた取引先との調整の
事業

⑤ 販路の拡大等の実現を図るための展示会開
催及び出展の事業

⑥ 好事例の収集、普及啓発の事業

⑦ セミナーの開催等の事業

⑧ 巡回指導、相談窓口の設置等の事業

⑨ 構成事業主が共同で利用する労働能率の増
進に資する設備・機器の導入・更新の事業

⑩ 人材確保に向けた取組の事業

支給対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施すること～

(H30.4)

助成額

以下のいずれか低い方の額

① 対象経費の合計額(※2)

② 総事業費から収入額(※3)を
控除した額

③ 上限額(※4)

申請書の記載方法については、申請マニュ
アルをご活用ください。

「交付申請書」を事業実施計画書などの必要
書類とともに、最寄りの労働局雇用環境・均
等部（室）に提出（締切は８月31日（金））

労働局に支給申請（締切は２月15日(金)）

交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施



報道関係者　各位

【重点監督結果のポイント】
(1) 監督指導の実施事業場： 84事業場
(2) (1)のうち、労働基準関係法令違反があり、

是正勧告書を交付したもの： 57事業場 （67.9％）
(3) 主な違反内容
① 違法な時間外労働があったもの： 24事業場 （28.6％）
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの： 9事業場
うち、月100時間を超えるもの： 7事業場
うち、月150時間を超えるもの： 2事業場
うち、月200時間を超えるもの： 0事業場

② 賃金不払残業があったもの： 7事業場 （8.3％）
③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの： 11事業場 （13.1％）

(4) 主な健康障害防止に係る指導の状況［(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場］
① 過重労働による健康障害防止措置が
不十分なため改善を指導したもの： 49事業場 （58.3％）
うち、時間外・休日労働を月80時間

※
以内に

削減するよう指導したもの： 18事業場

② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの： 24事業場 （28.6％）

※ 脳・心臓疾患の発症前１か月間におおむね100時間または発症前２か月間ないし６か月間にわたって１か月当たりおおむね
80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。

Press Release

平成29年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果について

　長崎労働局（局長　小玉剛）では、このたび、平成29年11月に実施した「過重労働解消
キャンペーン」における重点監督の実施結果について取りまとめましたので、お知らせし
ます。

　今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場
や若者の「使い捨て」が疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる
84事業場に対して集中的に実施したものです。その結果、57事業場（全体の67.9％）で労
働基準関係法令違反を確認し、そのうち24事業場（28.6％）で違法な時間外労働が認めら
れたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行いました。

　長崎労働局では、各労働基準監督署に長時間労働対策の専門チームを配置しており、今
後とも、長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていきます。

平成30年５月７日
【照会先】
長崎労働局監督課

監 督 課 長 川原 勲

過重労働特別監督監理官 宮本 浩一

(電話)０９５－８０１－００３０



１　法違反の状況（是正勧告書を交付したもの）

○

表１　重点監督実施事業場数

（注１） 主な業種を計上しているため、合計数とは一致しない。

（注２） かっこ内は、監督指導実施事業場数に対する割合である。

（注３）

（注４） 労働基準法第37条違反〔割増賃金〕のうち、賃金不払残業の件数を計上している〔計算誤り等は含まない。〕。

（注５）

（注６） 「その他の事業」とは、派遣業、警備業、情報処理サービス業等をいう。

労働基準法第32条違反〔36協定なく時間外労働を行わせているもの、36協定で定める限度時間を超えて時間外労働を行わせてい
るものなど違法な時間外労働があったもの。〕の件数を計上している。

労働安全衛生法第18条違反〔衛生委員会を設置していないもの等。〕、労働安全衛生法第66条違反〔健康診断を行っていないも
の。〕及び労働安全衛生法第66条の８違反〔１月当たり100時間以上の時間外・休日労働を行った労働者から、医師による面接
指導の申出があったにもかかわらず、面接指導を実施していないもの。〕を計上している。

5 1

（75%）

0
（6%） （40%）

全　国
1,109 612

306 64 85
（14.5%）

53 60
（5.3%）

その他の事業
（注６）

長崎県
5 2

2 0

（55.2%）

1
（11.9%） （90%）

全　国
492 369

229 49 106
（6.4%）

接客娯楽業

長崎県
10 9

教育・研究業

長崎県
3 3

1 0

（81.4%）

2 7
（15.5%） （69.2%）

全　国
1,156 797

471 114 142

0
（3.6%） （100%）

全　国
408 332

177

商業

長崎県
13 9

4

（15.1%） （68.9%）

1
（7.1%） （83.3%）

全　国
784 614

443 50 95
（10.3%）

40 37
（12.6%） （50.2%）

運輸交通業

長崎県
6 5

4 1

建設業

（78.3%）

主
な
業
種

製造業

長崎県
19 13

4 0 0
（22.6%）

（8.3%） （14.3%）

全　国
963 483

211

198
（26.4%） （69.5%）

長崎県
7 1

1 1 0

健康障害防止措置

（注３） （注４） （注５）

（68.4%）

全　国
2,014 1,399

798 122

（10.2%）
全　国

7,635 5,029 2,848 536 778

（100％） （65.9%）

合計

長崎県
84 57 24 7

別添１

平成29年度過重労働解消キャンペーンにおける重点監督実施状況

　重点監督実施状況

　平成29年度過重労働解消キャンペーン（11月）の間に、84事業場に対し重点監督を実施し、57事業場
（全体の67.9％）で労働基準関係法令違反が認められた。主な法違反としては、違法な時間外労働が
あったものが24事業場、賃金不払残業があったものが7事業場、過重労働による健康障害防止措置が未
実施のものが11事業場であった。

重点監督
実施事業場数
（注１）

労働基準関係法令違
反があった事業場数

（注２）

主な違反事項別事業場数

労働時間 賃金不払残業

（37.3%） （7%）

11

（100％） （67.9%） （28.6%） （8.3%） （13.1%）



表２　事業場規模別の重点監督実施事業場数

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

表３　企業規模別の重点監督実施事業場数

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

２　主な健康障害防止に係る指導状況（指導票を交付したもの）

(1)

表４　重点監督における過重労働による健康障害防止のための指導状況

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

(2)　労働時間の適正な把握に係る指導状況

「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」又は「労働者の精神的健康の保持
増進を図るための対策の樹立に関すること」について、①常時50人以上の労働者を使用する事業場の場合には衛生委員会で調査
審議を行うこと、②常時50人未満の労働者を使用する事業場の場合には労働安全衛生規則第23条の２に基づく関係労働者の意見
を聴くための機会等を利用して関係労働者の意見を聴取すること、を指導した事業場数を計上している。

時間外・休日労働時間を１か月当たり45時間以内とするよう削減に努め、そのための具体的方策を検討し、その結果、講ずるこ
ととした方策の着実な実施に努めるよう指導した事業場数を計上している。

医師による面接指導等を実施するに当たり、労働者による申出が適切になされるようにするための仕組み等を予め定めることな
どを指導した事業場数を計上している。

　監督指導を実施した事業場のうち、24事業場に対して、労働時間の把握が不適正である
ため、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」（労働時間適正把握ガイドライン）（※）に適合するよう指導した。

2

全　国 5,504 483 734 2,389 3,075 154 244

長崎県 49 1 1 31 18 0

指導事項は、複数の場合、それぞれに計上している。

１月100時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者又は２ないし６月の平均で80時間を超える時間外・休日労働を行っ
ている労働者について、面接指導等の必要な措置を実施するよう努めることなどを指導した事業場数を計上している。

　過重労働による健康障害防止のための指導状況
　監督指導を実施した事業場のうち、49事業場に対して、長時間労働を行った労働者に対
する医師による面接指導等の過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導した。

指導事業場数

指導事項（注１）

面接指導等の
実施（注２）

長時間労働によ
る健康障害防止
対策に係る調査
審議の実施
（注３）

月45時間以内
への削減
（注４）

月80時間以内
への削減

面接指導等が実施
出来る仕組みの整

備等
（注５）

ストレスチェッ
ク制度を含むメ
ンタルヘルス対
策に係る調査審
議の実施

1,405 2,814
8.1% 14.7% 10.1% 11.9% 18.4% 36.9%

全　国 7,635
617 1,121 769 909

（9.5%） （19%） （10.7%） （7.1%） （19%） （34.5%）

100～299人 300人以上

長崎県 84 8 16 9 6 16 29

合計 １～９人 10～29人 30～49人 50～99人

全　国 7,635
1,620 2,596 1,243 974 880 322
21.2% 34.0% 16.3% 12.8% 11.5% 4.2%

300人以上

長崎県 84 18 30 9 11 9 7
（21.4%） （35.7%） （10.7%） （13.1%） （10.7%） （8.3%）

合計 １～９人 10～29人 30～49人 50～99人 100～299人



表５　重点監督における労働時間の適正な把握に係る指導状況

（注１）

（注２）

３　重点監督により把握した実態

(1)

表６　違法な時間外労働があった事業場における時間外・休日労働時間が最長の者の実績

(2)

表７　重点監督実施事業場における労働時間の管理方法

（注１） 労働時間適正把握ガイドラインに定める始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法を指す。

（注２） 監督対象事業場において、部署等によって異なる労働時間の管理方法を採用している場合、それぞれに計上している。

長崎県 5 29 12 35

全　国 733 2,717 1,421 2,817

　労働時間の管理方法
　監督指導を実施した事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、5事業場
で使用者が自ら現認することにより、29事業場でタイムカードを基礎に、12事業場でIC
カード、IDカードを基礎に、35事業場で自己申告制により、始業・終業時刻等を確認し記
録していた。

原則的な方法（注１）
自己申告制
（注２）使用者が自ら現認

（注２）
タイムカードを基礎

（注２）
ICカード、IDカードを基礎

（注２）

全　国 1,154 592 880 177 45

全　国 1,232 678 89 566 52 12 1

長崎県 6 9 7 2 0

指導事項は、複数の場合、それぞれに計上している。

各項目のかっこ内は、それぞれの指導項目が、労働時間適正把握ガイドラインのどの項目に基づくものであるかを示している。

　時間外・休日労働時間が最長の者の実績
　監督指導を実施した結果、違法な時間外労働があった24事業場において、時間外・休日
労働が最長の者を確認したところ、9事業場で１か月80時間を、うち7事業場で１か月100
時間を、うち2事業場で１か月150時間を超えていた（１か月200時間を超えていた事業場
はなかった。）。

80時間以下
80時間超
100時間以下

100時間超
150時間以下

150時間超
200時間以下

200時間超

実態調査の実施
（ガイドライン
４(3)ｳ・ｴ）

適正な申告の阻
害要因の排除
（ガイドライン
４(3)ｵ）

長崎県 24 11 3 13 2

指導事業場数

指導事項（注１）

始業・終業時刻
の確認・記録
（ガイドライン
４(1)）

自己申告制による場合

管理者の責務
（ガイドライン
４(6)）

労使協議組織の
活用（ガイドラ
イン４(7)）

自己申告制の説
明（ガイドライ
ン４(3)ｱ・ｲ）

0 0



 

 

 

【参考】 前年同期における監督指導結果（長崎局） 

前年同期の監督指導結果は以下のとおり。 

 
平成29年 

11月 

平成28年 

11月 

監督指導の

実施事業場 

監督実施事業場 84 88 

  うち、労働基準法などの法令違反あり 
57 

（67.9%） 

72 

（81.8%） 

主
な
違
反
内
容 

１ 違法な長時間労働があったもの 
24 

（28.6%） 

47 

（53.4%） 

  

うち、時間

外労働の

実績が最

も長い労

働者の時

間数が 

１か月当たり80時間を超えるもの 
18 

（75.0%） 

21 

（44.7%） 

１か月当たり100時間を超えるもの 
9 

（37.5%） 

14 

（29.8%） 

１か月当たり150時間を超えるもの 
2 

（8.3%） 

  0 

 （0.0%） 

１か月当たり200時間を超えるもの 
0 

（0.0%） 

   0 

（0.0%） 

２ 賃金不払残業があったもの 
7 

（8.3%） 

  10 

（11.4%） 

３ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの 
11 

（13.1%） 

  24

（27.3%） 

主な健康障

害防止に関

する指導の

状況 

１ 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの 
49 

（58.3%） 

45 

（51.1%） 

  うち、時間外労働を80時間以内に削減するよう指導したもの 
18 

（36.7%） 

28 

（62.2%） 

２ 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの 
24 

（28.6%） 

  23

（26.1%） 

 
 

 

  



 

 

４ 監督指導事例 

  違法な時間外労働があった事業場のうち、月 100時間を超える時間外労働・休日労働

が認められた９事業場について、是正・改善指導の対象となった主な内容及び労働基準

監督署の対応例は次のとおり。 

表８ 是正・改善指導の対象となった主な内容 

事例１  デジタコ等の労働関係書類を確認したところ、複数の労働者に月 100時間を超

える時間外・休日労働を行わせており、最も長い労働者で月 120時間を超える時

間外労働を行わせていた。（道路貨物運送業） 

（労働基準監督署の対応） 

○ 36協定で定める上限（月100時間）を超えて時間外労働を行わせたこと（労

基法第32条違反）について是正勧告 

○ 時間外・休日労働を月80時間以内とするための具体的方策を検討・実施する

よう指導 

事例２  システム管理されている始業終業時刻や労働関係書類を確認したところ、労働

者に月１００時間を超える時間外労働を行わせていた。（小売業） 

（労働基準監督署の対応） 

○ 36協定で定める上限（特別条項：月100時間）を超えて時間外労働を行わせ

たこと（労基法第32条違反）について是正勧告 

○ 時間外・休日労働を月80時間以内とするための具体的方策を検討・実施する

よう指導 

 

 

 

 

 



中小企業主・小規模事業者・労働者の皆様へ 

 

 

 

時間外労働を行うには、サブロク（３６）協定が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 
                                             ♦ 時間外労働の上限は、厚生労働大臣告示に

おいて、１か月４５時間、１年３６０時間

等とされています。(これを「限度時間」と

言います。)  

                                              但し、特別条項を締結すれば、年間６か月

まで、限度時間を超えて労働させることが

できます。 

また、「３ ６

サブロク

協定」を締結する際は、 

 

 

 
 

との、書面による協定をしてください。 

 ｢時間外労働・休日労働に関する協定（３６協定）」締結の際は、その都度、当該事業場に 

➀労働者の過半数で組織する労働組合（過半数組合）がある場合はその労働組合、 

②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者（過半数代表者） 

と、書面による協定をしなければなりません。 

 なお、①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正に行われていない場合には、

３６協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効になり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせる 

ことはできません。 

①【過半数組合がある場合】過半数組合の要件 

  ■ 事業場に使用されているすべての労働者の過半数で組織する組合であること 

②【過半数組合がない場合】過半数代表者の要件と選出のための正しい手続き 

■ 労働者の過半数を代表していること 

  ■ ３６協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、 

投票、挙手などにより選出すること 

  ■ 労働基準法第４１条第２号に規定する管理監督者でないこと 

 

 詳しくは最寄りの労働基準監督署までお気軽にご相談ください。 

長崎労働基準監督署 095-846-6353  五島駐在事務所 0959-72-2951    佐世保労働基準監督署 0956-24-4161 

江迎労働基準監督署 0956-65-2141  島原労働基準監督署 0957-62-5145  諫早労働基準監督署 0957-26-3310 

対馬労働基準監督署 0920-52-0234  壱岐駐在事務所 0920-47-0467  

（Ｈ30.3） 

 労働者の過半数で組織する労働組合 
その労働組合がない場合は 

 労働者の過半数を代表する者 

 

サブロク協定をご存知ですか？ 

○ 労働基準法では、労働時間は原則、１日８時間・１週４０時間以内

とされています。これを「法定労働時間」と言います。 

○ 「法定労働時間」を超えて、従業員に時間外労働（残業）をさせる

場合には、 

 ・労働基準法第３６条に基づく労使協定（３６協定）の締結 

 ・労働基準監督署への届出 

 が必要です。 

 

３６協定を結ばないまま法定労働時間を超えた労働（残業）が行

われる場合も見受けられますが、これは法令上問題があります。 

３６協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ていただくようお願

いします。 

（参考資料２） 


